
平成22年度　経営計画に基づく事業評価

１　評価の実施方法について

平成22年度の事業評価は、「経営計画2009～2013」に基づき、下記のとおり実施した

①事業担当職員による個別事業シートの記入
②各事業担当課長による評価

内部評価 ③課長級が集まる課長会での評価
内部評価における全体事業の総括
内部評価における各事業の総括
内部評価全事業評価一覧

④内部評価報告書「平成22年度経営計画に基づく事業評価のまとめ」作成

課長会において全45事業から外部評価対象事業12事業を選択

①外部評価対象事業個別事業シート及び事業資料を外部評価委員へ
②外部評価委員会の開催

第1回（8月4日）･･･外部評価のあり方と、対象事業の事業説明
外部評価 （第1回開催後、各評価委員から評価表を提出）

第2回（9月12日）･･･評価に対する総括及び意見交換
外部評価委員会からの総括
外部評価対象事業個別事業シート

③内部及び外部評価報告書の作成

２　内部評価の評価基準について

内部評価における各事業の評価基準は下記のとおりである

Ａ 意図する成果に照らして、目標以上の大きな成果を考えられる事業。目的や方向性に
照らして、取組み内容の達成度が高いと思われる事業。

Ｂ 事業が「計画どおり」又は「概ね計画どおり」に取り組まれ、予定していた成果を
あげたと考えられるもの

Ｃ 一定の成果はあったが、さらなる効率化、資源投入を図ったり、または実施方法を
工夫するなど、事業効果をあげるため、取り組みの見直しが必要と思われる事業

Ｄ 目標水準を下回ったり、今後の事業効果が期待できないなど、事業そのものの見直し
が考えられる事業
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